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第
七
十
四
号
議
案

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　
令
和
八
年
二
月
十
八
日

�

提
出
者
　
　
東
京
都
知
事
　
　
小
　
　
池
　
　
百
　
　
合
　
　
子
　
　
　
　
　

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
別
表
第
二
第
一
の
部
五
の
款
ロ
の
項
中
「
第
二
の
一
の
⑴
」
を
「
た
だ
し
、
従
事
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理
機
（
自
動
的
に
食
品
を
調
理
し
、

調
理
さ
れ
た
食
品
を
提
供
す
る
機
能
を
有
す
る
調
理
器
具
で
あ
っ
て
、
令
第
三
十
四
条
の
二
第
二
号
の
調
理
の
機
能
を
有
す
る
自
動
販
売
機
と
同
等

以
上
の
材
質
、
構
造
、
機
能
等
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
営
業
を
除
く
。
第
二
の
一
の
イ

⑴
」
に
改
め
、
同
款
ハ
の
項
中
「
場
合
」
の
下
に
「
（
従
事
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理
機
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
場
合
を
除
く
。

第
二
の
一
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
款
中
ヘ
の
項
を
ト
の
項
と
し
、
ホ
の
項
を
ヘ
の
項
と
し
、
ニ
の
項
を
ホ
の
項
と
し
、
ハ
の
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
ニ
　
令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業
の
う
ち
、
従
事
者
が
常
駐
せ
ず
全
自
動
調
理
機
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
の
チ
、
リ
、
ヲ
、
ワ
、
タ
及
び
レ
並
び
に
四
の
ト
の
基
準
を
適
用
し
な
い
。

　
別
表
第
二
第
二
の
部
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
一
　
令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
飲
食
店
営
業

　
　
　
イ
　
自
動
車
に
お
い
て
調
理
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

　
　
　
　
⑴
　
簡
易
な
営
業
に
あ
っ
て
は
、
一
日
の
営
業
に
お
い
て
約
四
十
リ
ッ
ト
ル
の
水
を
供
給
し
、
か
つ
、
廃
水
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る

貯
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。



二

　
　
　
　
⑵
　
比
較
的
大
量
の
水
を
要
し
な
い
営
業
に
あ
っ
て
は
、
一
日
の
営
業
に
お
い
て
約
八
十
リ
ッ
ト
ル
の
水
を
供
給
し
、
か
つ
、
廃
水
を
保

管
す
る
こ
と
が
で
き
る
貯
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
⑶
　
比
較
的
大
量
の
水
を
要
す
る
営
業
に
あ
っ
て
は
、
一
日
の
営
業
に
お
い
て
約
二
百
リ
ッ
ト
ル
の
水
を
供
給
し
、
か
つ
、
廃
水
を
保
管

す
る
こ
と
が
で
き
る
貯
水
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

　
　
　
ロ
　
従
事
者
が
常
駐
せ
ず
、
全
自
動
調
理
機
に
よ
り
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販
売
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ

と
。

　
　
　
　
⑴
　
施
設
（
全
自
動
調
理
機
を
含
む
。
⑵
及
び
⑹
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
体
の
衛
生
状
況
を
確
認
す
る
た
め
の
監
視
設
備
を
有
す
る
こ

と
。

　
　
　
　
⑵
　
施
設
に
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
、
当
該
施
設
の
営
業
者
が
全
自
動
調
理
機
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
⑶
　
全
自
動
調
理
機
が
、
原
材
料
の
温
度
、
調
理
の
工
程
等
の
状
況
を
監
視
し
、
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
自
動
的
に
停
止
す
る
機
能
を
有

す
る
こ
と
。

　
　
　
　
⑷
　
全
自
動
調
理
機
が
、
外
部
か
ら
の
汚
染
等
を
防
止
す
る
構
造
を
持
つ
、
調
理
後
の
食
品
に
係
る
保
管
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
⑸
　
全
自
動
調
理
機
が
、
調
理
後
の
食
品
に
つ
い
て
、
一
定
の
時
間
を
経
過
し
た
場
合
に
は
、
当
該
食
品
を
提
供
し
な
い
機
能
を
有
す
る

こ
と
。

　
　
　
　
⑹
　
施
設
に
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
当
該
施
設
の
営
業
者
と
連
絡
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
営
業
者
の
連
絡
先
の
掲
示
を
行
う
こ
と
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
全
自
動
調
理
機
に
係
る
営
業
施

設
の
基
準
を
定
め
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。


